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令和５年３月 

堺市環境局環境事業部 
 



（適 用） 

第１条 一般仕様書（以下「本仕様書」という。）は、堺市環境局環境事業部各課（以下「本市」という。）

が発注する工事（以下「本工事」という）に適用する。 

 

（用語の定義） 

第２条 本仕様書において「監督員」とは、本市の職員又は市長から監督の委託を受けた者をいう。 

２ 本仕様書において「監督員の指示」とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項を書

面によって示すことをいう。 

３ 本仕様書において「監督員の承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た事項について、

監督員が書面をもって了解することをいう。 

４ 本仕様書において「監督員と協議」とは、協議事項について、監督員と受注者が結論を得るために

合議し、その結果を書面に残すことをいう。 

５ 本仕様書において「監督員に提出」とは、受注者が監督員に対し、工事にかかわる書面又はその

他の資料を説明し、差出すことをいう。 

６ 本仕様書において「監督員に報告」とは、受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について

書面をもって知らせることをいう。 

７ 本仕様書において「立会い」とは、工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うた

め、監督員がその場に臨むことをいう。 

８ 本仕様書において「確認」とは、工事が設計図書のとおり実施されているか否かを確かめることをい

う。 

９ 本仕様書において「設計図書」とは、工事打合せ記録、質疑回答書、特記仕様書、設計書・図面、

本仕様書、標準仕様書をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、「公共建築工

事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）」及び「公共建築改修工事標準仕

様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）の最新版によるものとする。 

 

第４条 すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間に相違がある場合の

優先順位は次のとおりとする。なお、設計書と図面に相違がある場合は監督員と協議により決定す

る。 

（１） 工事打合せ記録 

（２） 質疑回答書 

（３） 特記仕様書 

（４） 設計書・図面 

（５） 本仕様書 

（６） 標準仕様書 

 

（疑 義） 

第５条 設計図書の内容について疑義を生じたときは、受注者は監督員と協議して定めるものとする。 

 



（関係法令等の遵守） 

第６条 受注者は、本工事の施工に当たっては、関係法令等を遵守しなければならない。 

 

（許認可申請） 

第７条 受注者は、工事施工に当たり、関係法令に基づく関係行政機関等へ届出の手続等を遅滞なく

行わなければならない。また、その際は届出書類の写しを監督員に提出しなければならない。 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第８条 受注者は、現場に現場代理人及び主任技術者を常駐させなければならない。下請負金額が

4,500 万円（建築一式工事の場合は、7,000 万円）以上のときは、主任技術者に代えて監理技術者を

常駐させなければならない。 

２ 請負金額が 4,000万円（建築一式工事の場合は、8,000万円）以上の工事では、専任の主任技術者

又は監理技術者を配置しなければならない。 

 

（現場代理人及び技術者の専任期間） 

第９条 監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間については、

国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用マニュアルによるものとする（専任

以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様とする。）。また、工事現場にお

ける運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、本市との連絡体制が確保されると認めた場

合には、監理技術者又は主任技術者及び現場代理人の工事現場における常駐を要しないものとす

る。 

 

（工事実績データ登録） 

第１０条 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500万円以上の工事について、

工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、実績登録用データを作成し、あらかじめ監督員の確認

を受けたうえで、次に示す期間内に登録をしなければならない。ただし、期間には、土曜日、日曜日、

祝日、年末年始の休日は含まない。登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上の全ての工事とし、

受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。なお、変更時と工事完成時の間が 10 日

間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。また、本

工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、速やかに発注者の確認を受け

た上で、登録機関に登録申請しなければならない。 

（ア） 工事受注時は契約後１０日以内 

（イ） 登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内 

（ウ） 完成時は工事完成後１０日以内 

（エ） 訂正時は適宜  

 

（損害保険等） 

第１１条 受注者は、本工事の施工に当たり、目的に応じて次の保険に加入すること。また、保険契約

締結後、直ちにその証券又はこれに代わるものの写しを監督員に提出しなければならない。 

（１）工事の目的物の補償・・・建設工事保険又は組立保険 

（２）第三者に与えた損害の補償・・・請負業者賠償責任保険 



（３）従業員が受けた身体障害の補償・・・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険  

 

２ 受注者は、部分払を請求する際には、工事出来高部分に対し火災保険等を次のとおり加入するこ

と。また、保険契約締結後、直ちにその証券又はこれに代わるものの写しを監督員に提出しなけれ

ばならない。 

    被保険者：堺市長 

    保険期間：工期に 1月を加算した期間 

    保険金額：出来高金額以上 

なお、建設工事保険、組立保険をこれに充てる場合は、保険証の写しと、火災保険の受取りを堺

市長とした保険会社発行の証明書を提出すること。 

 

（下請負人） 

第１２条 受注者は、本工事を施工するために下請契約を締結したときは、建設業法及び公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「公共工事入札契約適正化法」という。）の定め

に従い、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、その写しを速やかに監督員に提

出しなければならない。また、施工体制台帳の記載事項等に変更があったときは、その都度、速や

かに変更された施工体制台帳の写しを提出しなければならない。 

上記下請契約を締結した場合、受注者は、各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明

示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やす

い場所に掲げるとともに、その写しを速やかに監督員に提出しなければならない。また、施工体系図

の記載事項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなければならない。 

施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設業法及び公共工事入札契約適正化法

の定めに従うものとするほか、施工体系図では建設工事だけでなく建設工事以外を請け負う下請負

人（産業廃棄物及び建設発生土等処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分者）並びに警備

業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬出先につい

ても、施工体系図の中で明示するものとする。 

受注者は、監督員等から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他

の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、

これを受けることを拒んではならない。 

 

（建設業退職金共済制度） 

第１３条  受注者は、建設業退職金共済制度に基づき、工事契約締結後 1 か月以内に「建設業退職

金共済組合掛金収納書」を提出するとともに、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識

（シール）を現場事務所及び工事現場の出入口等、労働者の見やすい場所に掲示しなければならな

い。ただし、自社の退職金制度がある又は中小企業退職金共済制度に加入している等の場合はこ

の限りではない。この場合、「建設業退職金共済組合掛金収納書」を提出しない理由書を監督員に

提出するものとする。 

 

 

（現場管理） 

第１４条 資材置場、搬入路、仮設事務所等については、監督員と協議し、工事に支障のないよう確保



し、火災、盗難等の事故防止に努めるとともに、必要に応じて、関係法令に基づく標識等を設置しな

ければならない。 

２ 工事施工に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応し

なければならない。また、その経過について記録し、遅滞なく監督員に報告しなければならない。 

 

（建設廃棄物の適正管理） 

第１５条 受注者は、工事で発生する建設廃棄物の処分計画を作成し、排出事業者として適正に処理

し、マニフェストシステムにより処理過程を適正に管理しなければならない。 

 

（安全管理） 

第１６条 受注者は、危険防止対策の実施、安全教育の徹底により災害防止に努めなければならな

い。 

２ 受注者は、災害又は不測の事故が発生したときは、直ちに緊急の措置を講ずるとともに、監督員に

報告しなければならない。 

   

（特定建設作業の届出） 

第１７条 受注者は、著しい騒音・振動を発生する特定建設作業（当該作業がその作業を開始した日に

終了するものは除く）を規制地域内で行う場合は、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の

保全等に関する条例に基づき、必要書類を作成し以下の届出を行うとともに規制基準を遵守しなけ

ればならない。 

（１）届出期間 特定建設作業を開始する８日以上前まで 

（２）提出書類 

①特定建設作業実施届出書 

②特定建設作業が行われる場所周辺状況の見取図 

③特定建設作業及び当該特定建設業に伴う建設工事の工程表 

④その他必要書類の写し等 

（３）提出部数 ２部 

（４）届出書の提出先・問い合わせ先 

堺市 環境局 環境保全部 環境対策課 

電話 ０７２－２２８－７４７４ 

 

（公共事業労務費調査に対する協力） 

第１８条 受注者は、本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、調査票等に必要

事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後

においても、同様とする。 

２ 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった

場合には、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とす

る。 

３ 受注者は、公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、

労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用してい

る現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 



４ 受注者は、対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者

（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定め

なければならない。 

（流入車規制） 

第１９条 受注者は自動車の使用にあたっては、大阪府生活環境の保全等に関する条例第 40条の 15

に規定する車種規制適合車等の使用義務を遵守するものとする。 

 

（過積載防止対策） 

第２０条 受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう

工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面

で監督員に提出しなければならない。なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、「直轄工事に

おけるダンプトラック過積載防止対策要領」（平成５年７月１９日付け建設省技調発第 161 号）に従う

ものとする。 

 

（環境対策） 

第２１条 受注者は、水質汚濁、騒音の発生、空気の汚染等工事の施工中に予測される周辺環境へ

の影響を防止する対策を講じなければならない。 

 

（復旧） 

第２２条 他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じたときは、受注者

の負担により速やかに復旧しなければならない。 

 

（暴力団等の排除） 

第２３条 暴力団等の排除については、別紙によるものとする。 

 

（実施工程表） 

第２４条 受注者は、実施工程表を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

２ 実施工程表に変更が生じた場合は、その都度変更実施工程表を提出し、監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

３ 実施工程表について監督員が特に指示した場合は、週間工程表、月間工程表を提出しなければな

らない。 

 

（施工計画書） 

第２５条 受注者はあらかじめ工事実施に必要な事項を記載した施工計画書を作成し、監督員の承諾

を得なければならない。必要書類は特記仕様書による。 

２ 施工計画書に変更が生じた場合、その都度変更施工計画書を提出し、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 監督員が特に指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。 

 

（進捗状況の報告） 

第２６条 受注者は、設計図書及び施工計画書に基づき、工事全体の進捗状況を把握し監督員に報



告すること。また監督員が求めた場合は、報告書（実施工程表等に進捗率を記載したものも可）を作

成し、監督員に提出しなければならない。 

 

（材料及び機器） 

第２７条 本工事に使用する機器及び材料は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。

海外調達による場合は下記を原則とし、事前に監督員の承諾を得るものとする。 

（１）原則として JIS等の国内の諸基準や諸法令に適合すること。 

（２）検査立会を要するときは、監督員が承諾した検査・試験要領書に基づく検査が国内において実

施できること。 

（３）将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。 

 

（特定調達品目） 

第２８条 受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機

能の確保等に留意しつつ、堺市グリーン調達基本方針（最新版）に基づき、堺市グリーン調達方針

（最新年度版）に定められた特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。 

 

２ 受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後（工期が発注年度以降に及ぶも

のは、実績の見込み又は設計時の数量を発注した年度の監督員の指示する日まで）に監督員に提

出しなければならない。 

 

（主要機器・材料の検査及び試験） 

第２９条 主要機器、材料の検査及び試験は、あらかじめ、監督員との協議により行うものとする。 

 

（施工検査及び試験） 

第３０条 施工検査及び試験は、あらかじめ監督員の承諾を得た検査・試験要領書に基づいて行わな

ければならない。 

 

（中間技術検査） 

第３１条 中間技術検査は、公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる部分や施工

上重要な段階等において施工中に検査を行うもので、「堺市請負工事検査規定」及び「堺市工事技

術検査要領」に基づき技術検査を受けなければならない。 

 

（検査及び試験費用） 

第３２条 本工事に係る検査及び試験の手続きは、受注者において行い、これらに要する費用は受注

者の負担とする。 

 

（下検査） 

第３３条 受注者は、工事完成にあたって、監督員に工事関係書類を提出し、監督員による下検査を

受けなければならない。 

 

（完成検査） 



第３４条 受注者は、工事竣工後、本市工事検査課の完成検査を受けなければならない。 

 

（工事関係書類） 

第３５条 受注者は、完成検査に必要な資料を提出しなければならない。提出する書類は特記仕様書

による。 

 

（完成図書の提出） 

第３６条 受注者は工事完成に際して、完成図書を提出しなければならない。必要書類は特記仕様書

による。 



（別紙） 

暴力団等の排除について 

 

１ 入札参加除外者を下請負人等とすることの禁止 

（１）受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表

に掲げる措置要件に該当する者を、下請負人等（再委任以降のすべての受任者、一次及び二次下

請以降すべての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。）

としてはならない。 

（２）これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該下請負人等との下請契約等の解除

を求めることができる。 

 

２ 下請契約等の締結について 

受注者は、下請負人等との下請契約等の締結に当たっては、建設工事標準下請負契約約款（昭

和５２年４月２６日中央建設業審議会勧告）又は同契約約款に準拠した内容を持つ下請契約書に、

本市の契約約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 

 

３ 誓約書の提出について 

（１）受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない

旨の誓約書を本市に提出しなければならない。 

また、受注者は、下請負人等がいる場合には、これらの者から暴力団員又は暴力団密接関係者

でない旨の誓約書を徴収して、本市へ提出しなければならない。 

ただし、本市が必要でないと判断した場合は、この限りではない。 

（２）本市は、受注者及び下請負人等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うことが

できる。 

 

４ 不当介入に対する措置   

（１）受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利すること

となるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」とい

う。）を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 

（２）受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに

本市に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならな

い。 

（３）本市は、受注者が本市に対し、（１）及び（２）に定める報告をしなかったときは、堺市暴力

団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

（４）本市は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等

が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（１）に定める報告及び届出又は（２）に定

める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。 

 


